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議案第86号 説明資料 

幕別町寿の家条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町寿の家条例 
（平成17年９月26日 条例第24号） 

 

第１条   略 

  

（名称及び位置） 

第２条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

上当寿の家 幕別町忠類共栄139番地２ 

略 略 

 

第３条～第９条   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幕別町寿の家条例 
（平成17年９月26日 条例第24号） 

 

第１条   略 

  

（名称及び位置） 

第２条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

上当寿の家 幕別町忠類協徳246番地２ 

略 略 

 

第３条～第９条   略 

 

 

 

 

 

 

 

 


